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台風接近に伴う措置について 

 

  仲秋の候，皆様にはますますご清栄のこととお喜び申しあげます。 

平素は，本校の教育活動にご理解とご協力をいただき，ありがとうございます。 

さて、気象に関する報道では、台風 14 号が西日本に接近する可能性が出ています。それに伴

い、生徒の安全確保のため、大阪市教育委員会の指針に従い、生徒の登校につきまして下記のよ

うにいたしますので、よろしくお願いします。 

 

記 

 

 

 

 

 

 

 

給食等について 

 登校後，授業中に暴風警報等が発令された場合，学校の指示で下校させますが、発表時刻に 

よっては喫食せずに下校させる場合もあります。 

 

お願い 

※テレビ・ラジオなどの報道にご注意いただき、ニュースのなかで大阪市教育委員会からのお知 

らせがありましたら、それに従ってください。 

※電話でのお問い合わせはご遠慮ください。（学校の電話回線がふさがりますと委員会等からの 

緊急連絡を受けられなくなります。） 

※臨時休業の場合，「学校ホームページ」に掲載いたします。（ただし市のサーバーの状況で掲載・ 

更新に時間がかかったり簡易表示になったりしますがご了承ください。） 

※臨時休業になった場合の安全な過ごし方については学校でも指導いたしますが，ご家庭でも 

ご配慮ください。 

 

ご参考（非常災害時） 

 ※午前７時の時点で，JR大阪環状線及び地下鉄の両方が『全面運休』している場合は『臨時休 

業』になります。また，地震に係る『警戒宣言』が発表のときも『臨時休業』になります。 

 

午前７時の時点で，大阪市に『暴風警報』または『特別警報』が 

発表されている場合は，『臨時休業』になります。 
登校後、暴風警報・特別警報が発令されたときは安全を確認したうえで下校させます 

（危険が予想される場合は，下校させないで学校で待機させることもあります。） 


